
議案第２６号資料  こども未来部こども政策課  

 

１ 事 業 名 

所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正 

 

２ 事業の概要 

  国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

家庭的保育事業等の食事の提供の特例に関する要件として栄養士の配置を

求めている規定について、管理栄養士を配置した場合についても同要件を

満たすことができるものとするものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

法令の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の条例改正を

行っている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 

 

７ その他 

添付資料 

・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第２６号 所沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第１７条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１項

の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する

食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」とい

う。）において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行

うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保

育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

第１７条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１項

の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する

食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施設」とい

う。）において調理し、家庭的保育事業所等に搬入する方法により行

うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当

該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保

育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調

理機能を有する設備を備えなければならない。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養

士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が

受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮

が行われること。 

⑵ 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養

士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制

にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。 

 ⑶～⑸ 略 ⑶～⑸ 略 

２ 略 ２ 略 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

-
 
5
0
 
-


